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政
府
等
へ
意
見
書

　
次
の
意
見
書
案
３
件
を
可
決
し
、

政
府
等
に
送
付
し
ま
し
た
。

◇�

総
合
的
・
体
系
的
若
者
雇
用

対
策
を
求
め
る
意
見
書

　
次
の
対
策
を
講
じ
る
よ
う
要
望
す
る
。

⑴
若
者
雇
用
に
係
る
総
合
的
、
体
系
的
な

対
策
を
進
め
る
た
め
、
若
者
雇
用
対
策
新

法
を
制
定
し
、若
者
本
人
を
支
え
る
家
庭
、

学
校
、
地
域
、
国
、
地
方
の
行
政
の
責
務

を
明
確
に
し
、
緊
密
に
連
携
し
て
支
援
を

行
え
る
枠
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
⑵
「
若

者
応
援
企
業
宣
言
」
事
業
に
つ
い
て
、
中

小
企
業
等
の
認
定
制
度
と
し
て
拡
充
し
、

認
定
企
業
の
支
援
措
置
を
新
設
す
る
こ
と
。

ま
た
、
企
業
が
若
者
を
募
集
す
る
際
の
情

報
開
示
を
促
す
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と

⑶
大
学
生
等
の
就
職
・
採
用
活
動
時
期
の

後
ろ
倒
し
に
伴
い
、
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
お
け
る
支
援
措
置
を
強
化
す
る
こ

と
⑷
若
者
が
主
体
的
に
職
業
選
択
、
キ
ャ

リ
ア
形
成
が
で
き
る
よ
う
、
学
生
段
階
か

ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
、
強
化
を
図

る
こ
と
⑸
ニ
ー
ト
等
の
若
者
の
孤
立
化

を
防
ぎ
、
自
立
に
向
け
た
充
実
し
た
支
援

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
地
域
若
者
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
強
化
を
図

る
こ
と
。�

（
全
員
賛
成
）

◇�

要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
予
防

給
付
の
継
続
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
へ
の
入
所
を
要
介
護
３

以
上
に
限
定
し
な
い
こ
と
及
び

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
負
担
増

中
止
を
求
め
る
意
見
書

　
次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望

す
る
。
⑴
要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
予
防

給
付
を
従
来
ど
お
り
継
続
す
る
こ
と
⑵

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
を
要
介

護
３
以
上
に
限
定
せ
ず
、
従
来
ど
お
り
と

す
る
こ
と
⑶
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
を
増
や
さ
な
い
こ
と
⑷
介
護
保
険
財
政

に
国
が
責
任
を
持
つ
こ
と
。�（
賛
成
多
数
）

◇�

空
襲
被
害
者
等
援
護
法（
仮
称
）の

早
期
成
立
を
求
め
る
意
見
書

　
大
阪
府
民
は
、第
２
次
世
界
大
戦
末
期
、

米
軍
の
８
度
に
わ
た
る
空
襲
に
よ
り
、
多

く
の
尊
い
生
命
と
多
大
の
財
産
を
焼
失
す

る
と
い
う
大
惨
事
を
体
験
し
た
。
被
害
者

や
遺
族
の
高
齢
化
を
考
え
る
と
、
一
日
も

早
く
、
被
害
者
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の

回
復
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
戦

後
処
理
に
関
わ
る
国
内
の
問
題
と
し
て
は
、

空
襲
等
の
被
害
者
に
対
す
る
援
護
だ
け
が
、

い
ま
だ
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

　
国
際
的
に
見
て
も
、
多
く
の
先
進
国
で

は
、
軍
、
民
の
区
別
な
く
、
人
身
被
害
を

救
済
し
、
物
的
被
害
の
補
償
も
な
さ
れ
、

戦
争
被
害
は
国
民
全
体
で
分
か
つ
と
い
う

姿
勢
が
明
確
に
示
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
国

際
平
和
の
実
現
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　
我
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
課

題
解
決
の
た
め
に
、
空
襲
被
害
者
等
援
護

法
（
仮
称
）
の
早
期
成
立
を
強
く
要
望
す

る
。�

（
賛
成
多
数
）

議
員
提
出
議
案

　
次
の
条
例
案
等
2
件
が
議
員
か
ら

提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま

し
た
。

◇�

委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

（
提
出
者　
澤
田
議
員
ほ
か
４
人
）

　
議
会
運
営
委
員
の
定
数
を
８
人
か
ら
７

人
に
改
め
る
も
の
で
す
。

◇�
議
会
改
革
特
別
委
員
会
の
組
織

変
更（

提
出
者　
澤
田
議
員
ほ
か
４
人
）

　
議
会
改
革
特
別
委
員
会
の
委
員
定
数
を

10
人
か
ら
11
人
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

　
各
常
任
委
員
会
に
付
託
し
た
主
な

議
案
に
つ
い
て
、
審
査
し
た
内
容
の

一
部
（
主
な
質
疑
項
目
、
意
見
の
概

要
）
を
お
伝
え
し
ま
す
。

財

政

総

務

総
合
計
画
基
本
構
想
・
基
本
計
画
の

策
定�

（
賛
成
な
し
で
不
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
平
成
25
年
12
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

第
３
次
総
合
計
画
を
抜
本
的
に
見
直
す

理
由

○�

同
計
画
の
中
間
見
直
し
に
お
い
て
、
地

域
別
計
画
を
盛
り
込
ま
な
い
こ
と
に

し
た
経
緯

○�

施
策
分
野
で
構
成
さ
れ
る
基
本
計
画
だ

け
で
は
市
民
と
の
意
識
共
有
を
十
分

に
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
懸
念

○�

同
計
画
に
本
市
の
人
口
増
加
が
見
込
め

る
内
容
を
盛
り
込
む
必
要
性

○�

同
計
画
の
策
定
だ
け
で
な
く
、
施
策
の

評
価
、
検
証
等
を
適
宜
行
う
必
要
性

○�

中
間
見
直
し
が
実
施
計
画
の
体
系
に
与

え
る
影
響

○�

中
間
見
直
し
に
係
る
中
学
生
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
た
本
市
の
課
題

等
の
検
証

○�

総
合
計
画
審
議
会
へ
の
議
員
参
画
な
ど
、
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議
会
の
意
見
を
事
前
に
取
り
入
れ
な

が
ら
見
直
し
を
進
め
る
必
要
性

※
平
成
26
年
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�
基
本
計
画
に
お
い
て
設
定
し
て
い
る
取

り
組
み
の
目
標
達
成
状
況
の
把
握
方
法

○�

昨
年
12
月
定
例
会
の
委
員
会
に
お
い

て
数
点
の
指
摘
が
あ
っ
た
問
題
点
等

の
検
証
や
原
案
修
正
を
し
な
い
理
由

※
平
成
26
年
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

総
合
計
画
審
議
会
の
審
議
後
に
議
会
に

提
案
す
る
現
行
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
直

す
必
要
性

※
な
お
、
平
成
26
年
５
月
定
例
会
で
の
審

査
に
あ
た
り
理
事
者
か
ら
、
基
本
構
想
の

「
第
２
章　

計
画
の
構
成
と
期
間
」
の

「
１　
計
画
の
構
成
」
に
、
総
合
計
画
と

分
野
別
計
画
等
と
の
関
連
図
を
追
加
す
る

な
ど
、
文
言
等
を
追
加
、
修
正
し
た
い
と

の
原
案
修
正
の
申
し
出
が
あ
り
、
委
員
会

は
こ
れ
を
承
認
し
ま
し
た
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
今
回
の
中
間
見
直
し
は
社
会
経
済

状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
で
は
な
く
、

市
長
の
考
え
方
を
盛
り
込
む
点
に
あ
り
、

賛
成
で
き
な
い
。

　

２　

自
治
体
存
続
の
根
幹
に
関
わ
る

少
子
化
問
題
に
対
す
る
根
本
的
な
構
想
・

計
画
を
提
案
す
べ
き
で
あ
り
、反
対
す
る
。

　

３　

総
合
計
画
審
議
会
で
の
審
議
終

了
後
の
議
会
提
案
と
な
っ
て
お
り
、
議
会

の
意
見
が
反
映
で
き
な
い
形
で
進
め
て
い

る
問
題
な
ど
が
あ
り
、
反
対
す
る
。

　

４　

同
計
画
を
抜
本
的
に
見
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

審
査
を
通
じ
て
納
得
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算
中
所
管
分

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
事
業
に
よ
る

消
費
者
問
題
の
啓
発
に
つ
な
が
る
取
り

組
み
等
の
継
続
実
施
の
必
要
性

○�

本
年
10
月
に
職
員
を
採
用
す
る
た
め

の
試
験
に
適
正
検
査
（
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
）
を

導
入
す
る
理
由

○�

同
試
験
を
北
摂
共
同
採
用
試
験
で
行
わ

な
い
理
由

○�

同
試
験
の
受
験
想
定
者
数
の
算
出
根
拠

○�

職
員
の
欠
員
状
況
が
長
期
間
続
い
て
い

る
中
で
、
職
員
定
数
条
例
の
見
直
し
を

検
討
し
な
い
矛
盾

文

教

産

業

一
般
会
計
補
正
予
算
中
所
管
分

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

来
年
度
の
正
規
職
員
の
採
用
予
定
者
を

今
年
度
に
前
倒
し
採
用
す
る
こ
と
に

よ
る
、
臨
時
雇
用
員
の
雇
い
止
め
を
回

避
す
る
た
め
の
方
策

○�

前
倒
し
採
用
職
員
が
、
教
育
委
員
会
に

配
置
予
定
と
な
っ
た
経
緯

○�

教
育
委
員
会
と
し
て
必
要
な
職
員
数
の

基
準
を
持
つ
必
要
性

福

祉

環

境

私
立
幼
稚
園
在
籍
園
児
保
護
者

補
助
金
交
付
条
例
の
一
部
改
正

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

国
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
私
立
幼
稚
園

在
籍
園
児
の
保
護
者
補
助
金
額
の
改

定
を
実
施
し
て
い
る
近
隣
市
の
状
況

○�
同
補
助
金
額
の
改
定
に
よ
る
保
護
者
負

担
の
変
更
内
容
を
分
か
り
や
す
く
市

民
に
周
知
す
る
必
要
性

○�

同
補
助
金
額
の
改
定
に
関
す
る
市
内
私

立
幼
稚
園
と
の
協
議
の
有
無

○�

保
護
者
が
私
立
幼
稚
園
の
入
園
を
選
択

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
保

護
者
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
意
図

○�

保
護
者
負
担
の
公
私
間
格
差
が
解
消
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
市
が
公
立
幼
稚

園
の
運
営
方
針
を
変
更
す
る
可
能
性

一
般
会
計
補
正
予
算
中
所
管
分

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

生
活
保
護
を
担
当
す
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ

ー
の
さ
ら
な
る
増
員
の
検
討

○�

新
た
に
創
設
さ
れ
る
就
労
自
立
給
付
金

の
受
給
予
定
者
数
及
び
そ
の
根
拠

○�

国
の
が
ん
検
診
の
補
助
金
減
額
に
伴
う
、

市
独
自
施
策
に
よ
る
受
診
率
向
上

乳がん検診機器（マンモグラフィ）

消費者問題を啓発する地域派遣学習会

各
会
派
の
質
問

定
例
会
の
概
要

意

見

書

常
任
委
員
会

特
別
委
員
会
議
決
結
果

要
望
・
陳
情
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○�

環
境
部
に
本
年
10
月
に
配
置
予
定
の

新
規
採
用
職
員
の
具
体
的
な
業
務
内
容

○�
減
額
す
る
公
立
保
育
所
民
営
化
関
係
予

算
を
再
提
案
す
る
見
込
み

○�
同
民
営
化
に
不
安
を
抱
く
保
護
者
に
対

し
て
、
十
分
な
説
明
が
で
き
る
職
員
配

置
○�

新
た
に
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
を
実

施
す
る
施
設
と
入
所
児
童
の
健
康
管

理
を
担
う
病
院
等
と
の
連
携
方
法

○�

わ
か
た
け
園
移
転
整
備
に
伴
い
可
能
と

な
る
、
よ
り
専
門
的
な
支
援
を
就
学
後

の
障
が
い
児
に
も
実
施
す
る
必
要
性

○�

市
民
病
院
移
転
に
伴
う
、
同
園
で
の
医

療
的
支
援
の
後
退
に
対
す
る
懸
念

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
民
営
化
保
育
所
移
管
先
選
定
委
員
会
の

委
員
報
酬
だ
け
で
な
く
、
保
育
所
修
繕
予

算
も
撤
回
さ
れ
て
お
り
、賛
同
で
き
な
い
。

建

設

市
道
路
線
の
認
定

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

岸
部
中
88
号
線
の
供
用
開
始
時
期

市
域
外
道
路
認
定
に
係
る
承
諾

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
質
疑
項
目
﹀

○�

摂
津
市
道
千
里
丘
90
号
線
認
定
後
の
本

市
域
分
の
維
持
管
理

一
般
会
計
補
正
予
算
中
所
管
分

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

３
月
定
例
会
か
ら
状
況
が
大
き
く
変
わ

っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
員

の
前
倒
し
採
用
予
算
を
計
上
す
る
理
由

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

業
務
に
必
要
な
職
員
数
等
を
明
確
に
し

た
う
え
で
採
用
職
員
数
を
決
定
す
る

必
要
性

○�
３
月
定
例
会
か
ら
状
況
が
大
き
く
変
わ

っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
員

の
前
倒
し
採
用
予
算
を
計
上
す
る
理
由

○�

来
年
４
月
採
用
予
定
の
一
部
を
社
会
人

経
験
者
と
し
て
本
年
10
月
に
採
用
す

る
理
由
及
び
そ
の
影
響

特
別
委
員
会
の
報
告
か
ら

　
各
特
別
委
員
会
の
平
成
25
年
（
２

０
１
３
年
）
度
の
活
動
経
過
に
つ
い

て
委
員
長
が
本
会
議
で
報
告
を
行
い

ま
し
た
。

　
内
容
の
一
部
を
お
伝
え
し
ま
す
。

吹
田
操
車
場
等
跡
利
用
対
策

　
本
委
員
会
は
、
旧
国
鉄
吹
田
操
車
場
跡

地
等
の
利
用
に
関
し
て
、
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
に
沿
っ
た
利
用
計
画
を
実
現
す
る
た

め
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
昨
年
６
月
20
日
の
委
員
会
で
は
、
副
市

長
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病

研
究
セ
ン
タ
ー
の
移
転
誘
致
に
つ
い
て
、

６
月
11
日
に
同
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
吹
田
操

車
場
跡
地
へ
の
移
転
決
定
文
書
が
届
き
、

翌
12
日
に
は
、
同
跡
地
へ
の
移
転
が
正
式

発
表
さ
れ
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
、
同
セ
ン
タ
ー
や
市
民
病
院

の
移
転
に
伴
う
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
方

向
性
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
エ
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
テ
ィ

構
想
を
基
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
き
た

が
、
同
セ
ン
タ
ー
や
市
民
病
院
の
同
跡
地

へ
の
移
転
決
定
に
よ
り
、
計
画
に
変
更
が

生
じ
て
い
る
。
二
つ
の
病
院
が
中
心
街
区

の
大
半
を
占
め
る
た
め
、
正
雀
下
水
処
理

場
跡
地
を
活
用
し
て
、
医
療
ク
ラ
ス
タ
ー

の
形
成
を
促
進
し
、
摂
津
市
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
地
域
全
体
で
同
セ
ン
タ
ー
を
支

援
し
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昨
年
11
月
13
日
の
委
員
会
で
は
、
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
造
ゾ
ー
ン
へ
の
導
入
予

定
機
能
等
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
事
業
者
が
太
陽
光
パ
ネ
ル

等
を
整
備
し
て
管
理
運
営
を
行
い
、
市
に

借
地
料
等
を
支
払
う
方
法
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。
発
電
電
力
は
、
通
常
の
系
統
電
力

や
災
害
時
の
市
民
病
院
等
へ
の
緊
急
電
力

と
し
て
供
給
す
る
な
ど
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
活
用
し
た
施
設
整
備
を
検
討
し
て
い

る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
２
月
12
日
の
委
員
会
で
は
、
緑
の

遊
歩
道
の
早
期
供
用
開
始
に
向
け
た
取
り

組
み
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
緑
の
遊
歩
道
に
つ
い
て
、

通
行
の
安
全
確
保
や
防
犯
上
の
観
点
か
ら
、

区
画
整
理
事
業
の
進
捗
に
合
わ
せ
、
一
定

の
区
間
ご
と
に
供
用
を
開
始
し
、
平
成
28

年（
２
０
１
６
年
）４
月
以
降
に
全
線
を
供

用
開
始
し
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

水道部庁舎

一部供用が開始された緑の遊歩道
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都
市
環
境
防
災
対
策

　
本
委
員
会
は
、
市
民
の
生
活
環
境
の
保

全
と
交
通
の
利
便
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
対
策
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
南
吹
田
２
丁
目
地
域
に
お
け
る
地
下
水

汚
染
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
下
水
汚
染
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
平
成

24
年
（
２
０
１
２
年
）
度
と
比
較
し
て
汚

染
濃
度
に
大
き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
土
壌
・
地
下
水
汚
染
調
査
等
専
門

員
会
は
本
年
３
月
末
で
廃
止
し
、
本
年
度

か
ら
は
土
壌
・
地
下
水
汚
染
浄
化
対
策
等

専
門
家
会
議
を
新
た
に
設
置
し
、
委
員
を

選
任
し
ま
し
た
。

　
高
川
に
お
け
る
有
害
物
質
の
検
出
に
つ

い
て
は
、
本
年
２
月
に
隣
接
す
る
工
場
内

で
新
た
な
有
害
物
質
が
確
認
さ
れ
、
同
工

場
で
は
緊
急
対
応
と
し
て
、
敷
地
境
界
を

中
心
に
、
汚
染
地
下
水
を
く
み
上
げ
て
浄

化
対
策
を
実
施
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、中・

長
期
的
な
対
策
に
つ
い
て
も
、
本
市
と
協

議
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
市
で
行
っ
た
神
崎
川
の
採
水

分
析
で
は
、
有
害
物
質
の
環
境
基
準
値
は

超
過
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て

い
ま
す
。

　
橋
り
ょ
う
の
長
寿
命
化
に
つ
い
て
は
、

橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
基
づ
き
、
八

丁
橋
（
青
葉
丘
北
）
の
詳
細
調
査
及
び
補

修
設
計
を
実
施
し
て
お
り
、
本
年
度
に
補

修
及
び
耐
震
補
強
工
事
を
実
施
す
る
予
定

で
す
。

　
ま
た
、
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画
及
び

耐
震
補
強
計
画
等
に
基
づ
き
、
本
年
度
以

降
、
橋
り
ょ
う
の
補
修
、
補
強
を
年
次
的

に
行
う
予
定
で
あ
り
、
事
業
費
の
試
算
を

行
い
ま
し
た
。

　
地
域
防
災
計
画
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

関
係
部
局
と
素
案
の
確
認
、
調
整
作
業
を

行
っ
て
お
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等

の
手
続
き
を
経
て
、
本
年
９
月
末
に
同
計

画
の
改
正
版
を
策
定
す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
、
地
区
別
防
災
カ
ル
テ
及
び
避
難
所
台

帳
の
更
新
を
進
め
て
お
り
、
地
域
で
の
訓

練
等
に
活
用
す
る
予
定
で
す
。

　
地
域
防
災
総
合
訓
練
に
つ
い
て
は
、
関

西
大
学
と
の
防
災
協
定
に
基
づ
き
、
本
市

で
初
め
て
、
避
難
所
設
営
訓
練
を
行
い
ま

し
た
。

　
非
常
用
物
資
の
確
保
体
制
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
備
蓄
物
資
の
補
充
等
を
行
い
ま

し
た
。

市
民
病
院
の
在
り
方
検
討

　
本
委
員
会
は
、
老
朽
化
す
る
市
民
病
院

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　
昨
年
６
月
24
日
の
委
員
会
で
は
、
役
員

改
選
後
の
初
回
の
委
員
会
開
催
に
あ
た
り
、

委
員
か
ら
、
市
民
病
院
の
中
・
長
期
の
課

題
や
そ
れ
に
対
す
る
取
り
組
み
な
ど
が
分

か
る
資
料
を
提
出
し
て
協
議
に
臨
む
べ
き

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　
昨
年
８
月
26
日
の
委
員
会
で
は
、
市
民

病
院
の
移
転
建
て
替
え
に
よ
り
、
市
外
患

者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
で
の
市
民
へ

の
優
遇
措
置
の
検
討
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
吹
田
操
車
場
跡
地
に
移
転

建
て
替
え
を
す
れ
ば
、
市
外
患
者
が
増
え

る
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
市
民
に
は
入

院
時
の
個
室
料
等
を
減
額
し
て
い
る
が
、

医
療
費
は
診
療
報
酬
上
、
差
を
設
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
た
め
、
新
た
な
優
遇
措
置

は
困
難
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昨
年
11
月
20
日
の
委
員
会
で
は
、
経

営
や
人
事
で
権
限
を
持
つ
理
事
長
の
明
確

な
任
命
基
準
及
び
理
事
長
の
医
療
サ
ー
ビ

ス
等
の
考
え
方
を
明
示
す
る
必
要
性
に
つ

い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
病

院
で
あ
り
、
理
事
長
に
は
自
主
的
な
判
断

の
下
、
機
動
的
な
経
営
が
求
め
ら
れ
る
。

理
事
長
は
最
終
的
に
市
長
が
人
選
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
医
療
サ
ー
ビ
ス

等
の
考
え
方
は
、
市
が
策
定
す
る
中
期
目

標
を
受
け
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
中

期
計
画
の
中
で
具
体
化
し
た
も
の
を
記
載

す
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
２
月
18
日
の
委
員
会
で
は
、
障
が

い
者
の
総
合
診
療
科
や
専
門
窓
口
設
置
の

必
要
性
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
緊
急
手
術
や
当
直
等
を
行

っ
た
医
師
は
、
翌
日
に
休
ま
せ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
実
際
に
診
療
に
当
た
る
人
員
は

減
っ
て
き
て
お
り
、
障
が
い
者
の
総
合
診

療
科
等
の
設
置
は
、
現
状
の
体
制
で
は
困

難
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
14
日
の
委
員
会
で
は
、
副
市

長
か
ら
、
こ
れ
ま
で
地
方
独
立
行
政
法
人

の
移
行
準
備
を
進
め
て
き
た
が
、
本
年
４

月
１
日
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
市
立

吹
田
市
民
病
院
と
し
て
新
た
な
運
営
を
開

始
し
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
、
市
民
病
院
所
有
の
重
要
財

産
を
処
分
す
る
際
の
議
会
の
関
与
に
つ
い

て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
重
要
財
産
の
処
分
は
市
長

の
処
分
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
議
会
の
議
決
が
必

要
に
な
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
今
後
の
本
委
員
会
の
在
り
方

に
つ
い
て
委
員
間
で
協
議
を
し
た
結
果
、

「
老
朽
化
す
る
市
民
病
院
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
す
る
」
と
い
う
設
置
目
的
は
達

成
し
た
と
の
意
見
で
一
致
し
、
本
委
員
会

は
廃
止
し
て
も
よ
い
と
の
結
論
に
至
り
ま

し
た
。

関西大学との避難所設営訓練

各
会
派
の
質
問

定
例
会
の
概
要

意

見

書

常
任
委
員
会

特
別
委
員
会
議
決
結
果

要
望
・
陳
情
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議決結果

　
た
だ
し
、
今
後
も
市
民
病
院
等
に
つ
い

て
議
論
す
る
場
は
必
要
で
あ
る
と
の
意
見

が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
対
応
は
、
議
会
運

営
委
員
会
に
委
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
本
委
員
会
は
、
設
置
目
的
を
達
成
し
た

た
め
、
平
成
26
年
５
月
13
日
の
本
会
議

で
廃
止
し
ま
し
た
。

議

会

改

革

 

本
委
員
会
は
、
議
会
運
営
委
員
会
で
決

定
す
る
検
討
事
項
の
う
ち
、
議
会
改
革
に

関
す
る
事
項
及
び
特
別
委
員
会
で
独
自
に

決
定
す
る
事
項
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
に
お
い
て
検
討
し
た
事
項

の
う
ち
、
議
員
報
酬
、
政
務
活
動
費
、
議

員
定
数
に
つ
い
て
は
、
本
年
５
月
定
例
会

の
役
員
改
選
ま
で
を
期
限
と
し
て
、
各
事

項
の
在
り
方
に
つ
い
て
本
委
員
会
と
し
て

一
定
の
結
論
を
出
す
こ
と
に
決
め
、
検
討

を
行
い
ま
し
た
。
各
事
項
に
つ
い
て
委
員

の
意
見
表
明
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
現
状
維

持
が
多
数
意
見
、
削
減
が
少
数
意
見
と
な

っ
た
た
め
、
委
員
会
と
し
て
取
り
ま
と
め

る
に
は
至
ら
ず
、
検
討
を
終
え
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
政
務
活
動
費
の
使
途
基
準
に
つ

い
て
は
、
役
員
改
選
後
の
本
委
員
会
へ
の

引
き
継
ぎ
事
項
に
し
ま
し
た
。

　
議
会
報
告
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
委

員
が
近
隣
の
議
会
報
告
会
を
見
学
に
行
き
、

本
委
員
会
で
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

素
案
を
作
成
す
る
た
め
、
作
業
部
会
を
設

置
し
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

た
め
、
役
員
改
選
後
の
本
委
員
会
へ
の
引

き
継
ぎ
事
項
に
し
ま
し
た
。

　
学
識
経
験
者
等
の
専
門
的
知
見
の
積
極

的
活
用
に
つ
い
て
は
、
役
員
改
選
前
の
本

委
員
会
で
設
置
し
た
作
業
部
会
か
ら
、
実

費
弁
償
条
例
の
実
費
弁
償
を
日
額
支
給
す

る
規
定
に
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら

意
見
を
聴
く
場
合
の
文
言
を
追
加
す
る
提

案
が
あ
り
ま
し
た
。
同
条
例
改
正
に
向
け
、

支
給
額
や
支
給
基
準
等
に
つ
い
て
検
討
を

行
い
ま
し
た
が
、
委
員
会
と
し
て
取
り
ま

と
め
る
に
は
至
ら
ず
、
検
討
を
終
え
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
の
検
討
事
項
と
し
て
、
議
会
に

提
出
さ
れ
る
資
料
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

開
に
つ
い
て
及
び
配
付
資
料
の
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
放
映
に
つ
い
て
、
行
政
視
察
の
旅

費
の
実
費
精
算
方
式
の
導
入
に
つ
い
て
の

項
目
を
、優
先
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
、

役
員
改
選
後
の
本
委
員
会
へ
の
引
き
継
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移転建て替え予定の現市民病院

議案番号 案　　　件　　　名 議決結果
継続審査案件（平成 25年 12月定例会提案分）

議案第 135号 吹田市総合計画基本構想・基本計画の策定について� 財 否決
報　　告
報告第６号 訴えの提起に関する専決処分について 報告
報告第７号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 報告
報告第８号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 報告
報告第９号 公益財団法人吹田市文化振興事業団の経営状況について 報告
報告第 10号 公益財団法人吹田市国際交流協会の経営状況について 報告
報告第 11号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団の経営状況について 報告
報告第 12号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団の経営状況について 報告
報告第 13号 公益財団法人千里リサイクルプラザの経営状況について 報告
条　　例
議案第 56号 吹田市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について� 財 原案可決
議案第 57号 吹田市私立幼稚園在籍園児の保護者に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について� 福 原案可決
議案第 58号 吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について� 福 原案可決
議案第 59号 吹田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
予　　算
議案第 64号 平成 26年度吹田市一般会計補正予算（第 3号）� 財文福建 原案可決
議案第 65号 平成 26年度吹田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）� 福 原案可決
議案第 66号 平成 26年度吹田市水道事業会計補正予算（第２号）� 建 原案可決
その他の議案
議案第 60号 財産の出資について� 福 原案可決
議案第 61号 地方独立行政法人市立吹田市民病院定款の一部変更について� 福 原案可決
議案第 62号 市道路線の認定について� 建 可決
議案第 63号 市域外道路認定に係る承諾について� 建 可決
議案第 67号 吹田市正雀下水処理場解体撤去工事請負契約の締結について 可決
議案第 68号 吹田市立岸部第二小学校校舎耐震補強一期工事（建築工事）請負契約の締結について 可決
議案第 69号 吹田市立西山田小学校校舎耐震補強工事（建築工事）請負契約の締結について 可決
議案第 70号 吹田市監査委員（議会選出）の選任について 同意
議案第 71号 吹田市監査委員（議会選出）の選任について 同意


